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蒙

古

法

典

の

研

究

回

山

茂

著

昭
和
四
十
二
年
三
月

A

5
判

一O
O頁

日
本
謬
術
振
興
曾

本
書
の
著
者
団
山
茂
氏
は
、
昭
和
十

一
年
に
瞭
鳥
文
理
科
大
恩

J

史
謬
科

(東

洋
史
摩
専
攻
)
を
卒
業
さ
れ
た
の
ち
、
昭
和
十
八
年
、
東
亜
研
究
所
に
調
査
員

と
し
て
職
を
奉
ぜ
ら
れ
、
そ
の
後
、
昭
和
二
十
三
年
よ
り
闘
立
図
曾
闘
書
館
に

勤
務
、
参
考
書
託
部
長
を
経
て
現
在
調
査
立
法
考
査
局
主
幹
の
要
職
に
居
ら
れ

る
。
氏
の
こ
れ
ま
で
の
業
績
と
し
て
は
、
な
に
よ
り
も
ま
ず
「
清
時
代
に
於
け

る
蒙
古
の
粧
品
問
制
度
」
(昭
二
九
い文
京
書
院
)
を
あ
げ
な
け
れ
ば
な
る
ま
い
。

そ
こ
で
は
、
消
代
の
肱
及
び
佐
領
を
-中心
と
し
て
、
そ
の
紅
曾
の
鱗
造
や
機
能

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
第
一
の
目
標
と
し
、
次
に
こ
の
前
身
と
な
っ

て
い
る

明
代
の
オ
ト
ク
の
起
源
と
こ
れ
ら
の
旗
制
へ
の
移
行
過
程
及
び
組
織
に

つ
い
て

の
考
察
を
な
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

さ
て
こ
こ
に
取
上
げ
る
書
物
の
内
容
は
と
い
う
と
、
そ
の
は
し
が
き
に
つ
い

て
見
る
の
が
便
利
で
あ
ろ
う
c

チ
ン
ギ
ス
汗
の
調
戸
、
投
下
の
制
度
に
つ

い
て
調
べ
て
い
る
と
、
元
末

(
十
四
位
紀
末
)
に
近
づ
く
に
つ
れ
て
蒙
古
枇
舎
の
こ
と
は
、
次
第
に
分
ら

な
く
な
っ
て
来
る
。

一
方
、
清
朝
の
盟
級
制
度
に
よ

っ
て
枇
曾
制
度
に
闘
す

る

一
一
胞
の
知
識
を
も
ち
、
一
通
り
の
研
究
史
料
に
接
す
る
こ
と
が

で
き
る

が
、
そ
の
前
期
に
さ
か
の
ぼ
れ
ば
依
然
と
し
て
殴
昧
で
あ
る
。
従

っ
て
、
十

五
世
紀
か
ら
十
六
、
七
世
紀
の
聞
は
、
暗
黒
期
に
近
い
欣
態
に
あ
る
。
こ
の

十
五
世
紀
か
ら
清
朝
の
綬
服
以
前
の
中
世
期
、
す
な
わ
ち
内
蒙
古
で
は

一
六

三
五
年
(
十
六
部
の
四
十
九
王
侯
の
内
附
)、

外
蒙
古
で
は
一
六
八
八

|
九

O
年

(
ガ
ル

タ
ン
汗
の
飢
、
清
へ
服
属
)、

、ン

ュ
ン
ガ
ル
で
は
一

六
四
O
年

頃
(
ハ
ル

ハ
・
オ
イ
ラ
ー
ト
の
和
議
成
立
)
以
前
の
時
代
に

つ
い
て
は、

多

く
の
内
外
の
研
究
家
に
よ
っ
て
枇
曾
の
こ
と
も
よ
ほ
ど
明
ら
か
に
な
っ
て

い

る
が
未
だ
十
分
で
は
な
い
。

本
番
で
は
、
こ
の
時
代
の
枇
曾
制
度
に
つ
い
て
究
明
し
よ
う
と
思
う
。
吐

曾
制
度
に
つ
い
て
研
究
し
た
近
年
の
も
の
を
第
一
篇
と
し
、
第
二
篇
に
は、

一
六
四

O
年
の
モ

ン
ゴ
ル

・
オ
イ
ラ
ー
ト
法
典
と
一
七

O
九
年
の
三
ホ
シ
ュ

ン
法
典
を
中
心
と
し
た
ハ
ル
ハ

・
ジ
ル
ム
を
邦
課
し
て
牧
録
し
た
。
こ
の
時

代
の
枇
曾
制
度
に
つ

い
て
は
、
そ
の
絡
に
つ

い
た
に
す
ぎ
ず
、

ま
た
法
典
の

誇
文
も
不
備
を
ま
ぬ
が
れ
な
い
の
で
、
更
に
研
究
を
綴
綴
し
て
補
訂
し
て
ゆ

き
た
い
。

第

一
筋
の
第
二
章
は

「
蒙
古
枇
曲
目制
度
史
」

(講
座
枇
曾
科
教
育
、
世
界

史
1
、
昭
三
八
)
、

第
四
一平
は

「
封
建
制
下
に
お
け
る
蒙
士
口
紅
曾
階
級
の
匿

分
に
つ
い
て
」
(史
摩
研
究
、
八
三
、
昭
三
六
)、
第
五
章
は

「
近
世
蒙
古
の

裁
剣
制
度
」
(
史
翠
雑
誌
、
七
五
|
二
、
昭
四
一
)
、
第
二
篇
の
第
二
章
は

「モ

ン
コ
ル

・
オ
イ
ラ
ー
卜
法
典
」
(内
陸
ア
ジ
ア
史
論
集
、
昭
三
九
)
を
、

そ
れ
ぞ
れ
補
正
し
て
牧
録
し
た
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
今
回
あ
ら
た
に
書
き
加
え
ら
れ
た
部
分
と
し
て
は
、
第
一
篇

で
は
、
第
一

章

「
蒙
古
祉
曾
制
度
史
の
研
究
史
」
、
第
三
章

「
中
世
蒙
古
の
政

治
組
織
」
e

第
二
篇
で
は
、
第
一

挙

「
モ
ン
ゴ

ル
・
ォ
d
ラ
l
ト
法
典
及
び

ハ

ル
ハ

・
ジ
ル
ム
」

(
こ
の
章
は
、
氏
自
身
に
よ
る
同
名
の
論
考
が

「
遊
牧
枇
曾

史
探
究
」
第
二
七
冊
に
枚
め
ら
れ
て
い
る
。
た
だ
し
今
回
は
か
な
り
の
補
正
が

施
さ
れ
て
は
レ
る
が
)
、
第
三
章
「
隷
文

ハ
ル
ハ

・
ジ
ル
ム
」
、

と
い
う
こ
と
に

な
る
。
本
書
の
構
成
上
か
ら
み
る
と
、
第
二
篇
す
な
わ
ち
、
モ

ン
ゴ

ル
・
サ
イ
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ラ
l
ト
法
典
と
ハ

ル
ハ

・
ジ
ル
ム
の
解
説
、
邦
誇
に
重
き
が
置
か
れ
て
い
る
.ょ

う
で
あ
hv、
事
賞
、

ー本
議
の
線
頁
数
の
一
一
一
分
の
二
以
上
が
こ
れ
に
費
さ
れ
て
い

る
。

99 

さ
て
第

一
篤
か
ら
み
て
い
こ
う
。
そ
の
第
一
章
は
、

ロ
シ
ア

・
ア
メ
リ
カ

・

日
本
に
お
け
る
蒙
古
一
位
禽
の
研
究
史
概
観
と
も
い
う
べ
き
も
の
で
あ
る
の
で
、

こ
こ
で
は
と
く
に
取
上
げ
る
必
要
は
感
じ
な
い
が
、
た
だ
八
頁
の
「
佐
藤
長
は

チ
ン
ギ
ス
汗
が
親
衛
隊
士
を
通
じ
て
、
全
軍
隊
を

一
身
に
結
び
つ
け
た
千
戸
の

軍
制
に
遊
牧
的
封
建
制
を
認
め
て
い
る
(
ア
ジ
ア
史
講
座
、
第
回
答
、
九
九

頁
)
」
と
あ
る
の
は
訂
正
を
要
す
る
。
佐
藤
氏
は
そ
の
よ
う
な
文
章
を
書
い
て

い
な
い
。
因
に
伊
藤
孝
一
氏
も
、
そ
の
著

「
蒙
古
祉
曾
経
済
考
」
(
風
媒
位
、

昭

和
四

O
、
二
三
三
頁
)
に
お
い
て
、
ま
っ
た
く
同
様
の
誤
り
を
犯
し
て
い
る
。

第
二
章
は
、
十
一
、
二
世
紀
以
降
、
今
日
に
至
る
ま
で
の
、

蒙
古
枇
曾
制
度

の
繁
遜
を
き
わ
め
て
大
づ
か
み
に
、
曲
学
説
展
望
的
に
ま
と
め
た
も
の
で
あ
る
。

第
三
掌
は
、
明
代
の
縫
組
部
と
瓦
刺
部
の
政
治
的
後
遜
を
土
肇
に
、
そ
の
枇

曾
組
織
の
凶
変
化
か
ら
、
ジ
ュ
ン
ガ
ル
王
闘
と
ラ
マ
教
、
そ
の
封
外
関
係
、
政
治

組
織
等
に
及
ぶ
問
題
の
考
察
に
充
て
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ら
の
考
察
に
あ
た

っ

て
は
、
ウ
ラ
ヂ
ミ
ル
ツ
ォ
フ
は
い
う
に
及
ば
ず
、
多
く
の
邦
人
撃
者
の
業
績
が

よ
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。
因
に
先
人
の
研
究
成
果
の
倉
重
は
、
い
わ
ば
本
書
全

曲
胞
を
通
じ
て
の
美
鮎
と
も
い
え
る
も
の
で
、
こ
れ
を
い
い
か
え
れ
ば
氏
の
創
見

に
か
か
る
も
の
が
比
較
的
乏
し
い
の
が
紋
黙
と
も
レ
え
る
。
と
も
あ
れ
、

こ
の

章
は
前
記
の
諸
問
題
に
つ
い
て
の
概
観
を
試
み
て
お
ら
れ
る
の
で
あ
っ
て
、
し

い
て
創
見
を
求
め
る
の
は
か
え
っ
て
失
笛
か
も
し
れ
な
い
。

た
だ
本
章
の
内
容
が
西
蒙
古
に
片
寄
り
す
ぎ
る
の
は
、
今
後
の
課
題
で
あ
ろ

う
e

例
え
ば
、

ジ
ュ

ン
カ
ル
王
閣
と
ラ
マ
教
と
い
う
一
項
を
立
て
る
な
ら
ば
、

縫
担
部
の
ア
ル
タ
ン
・
ハ
ン
一
族
と
ラ
マ
教
と
い
う
か
、
あ
る
い
は
東
蒙
古
の

ラ
マ
教
に
関
す
る
項
目
が
立
て
ら
れ
て
然
る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
う
い

っ
た
片
寄
り
の
故
か
、
本
書
は
内
容
に
一
貫
性
が
飲
け
る
き
命
い
が
あ
る
よ
う

に
感
じ
ら
れ
る
こ
と
は
否
め
な
い
。
中
世
蒙
古
の
祉
曾
制
度
の
解
明
に
は
、

ラ

マ
数
と
の
閥
係
が
き
わ
め
て
重
要
性
を
持
つ
こ
と
は
、
氏
も
よ
く
御
存
知
の
は

ず
で
あ
る
の
で
、
今
後
こ
の
方
面
に
も
一
一
層
研
究
を
進
め
ら
れ
る
こ
と
を
期
待

し
た
い
。

と
こ
ろ
で
、
本
書
は
誤
植
が
多
い
の
に
は
一
偉
観
を
呈
す
る
が
、
こ
の
章
は

歴
史
事
象
に
関
す
る
内
容
が
多
い
だ
け
に
、
個
有
名
詞
に
ま
つ
わ
る
誤
植
は
と

く
に
い
た
だ
け
な
い
。
例
え
ば
、

F
ハ
ル
ト
族
会
二

頁
)
↓
タ
ル
ハ
ト
族
、

イ
ル
河
合
二
、

一二二
、
三
九
頁
)
↓
イ
リ
河
、
エ

ル
デ
ニ
エ
リ
へ
(
一二
一

頁
〉
↓
エ
ル
デ
ニ
イ
ン

・エ

リ
へ
、
セ
ヴ
ェ
リ
エ
フ
(
一
一
一
一
一
頁
〉
↓
サ
ヴ
ェ
リ

エ
フ
、
質
権
大
慶
王
(
三
三
頁
)
↓
質
権
大
変
王
、
ザ
ヤ
ヤ
パ
ン
デ
ィ
タ
(
一一
一

八
頁
〉
↓
ザ
ヤ
バ
ン
デ
ィ
夕
、
ツ
ェ
l
メ
ン

・
ア
ラ
ブ
タ
ン
(
四

O
頁
)
↓
ツ

ェ
ワ

ン
・
ア
ラ
ブ
タ
ン
、
ラ
ブ
ツ
オ
タ
イ
ジ
〈
四
O
頁
)
↓

(
ル
)
ロ
ブ
ツ
プ

ン
汐
イ
ジ
、
メ
ン

シ
ョ

イ
・
レ

メ
ツ
ォ
フ
(
四
一
頁
〉

↓
メ
ニ
シ
ョ
イ

・
レ
メ

ゾ
フ
、
タ
レ
ヂ

ニ
ア
ン

(
四
一
一
良
)
、

グ

・レ

チ
考
ニ
ン
(
四

一
頁
)
↓
グ
レ

チ
ャ

ニ
ン
、
鳴
爾
丹
策
凌
(
|
一
七
二
七
)
(
四
一
頁
)
↓

(l
一
七
四
五
)
、

ウ
シ
(
四
四
頁
)
↓
ウ
シ
ュ
、
サ
ラ
ム

(
四
五
頁
)
↓
サ
イ
ラ
ム
、
ト
ル

キ
ス

タ
ン
(
四
六
頁
〉
↓
ト
ル
キ
ス
タ
ン
、
国
汗
(
四
七
頁
)
↓
固
始
汗
、
巴
園
洪

台
吉
(
五

O
頁
)
↓
巴
闘
爾
洪
台
士
口
、
欽
定
皇
輿
西
域
間
考
(
五

O
頁
〉
↓
欽

定
由
王
輿
西
域
園
志
、
ハ
ル
ハ
ル
(
五
三
頁
)
↓

ハ
ル
ハ
、
ガ
ル

ツ
ォ

ド
ル

チ

(
五
四
頁
)
↓
ガ
ル

ツ
ァ
ン

ト
ル
ヂ
、

等
々
で
あ
る
(
同
氏
の
筆
者
宛
私
信
に
よ

れ
ば
、
一
度
本
書
の
正
誤
表
を
刷
ら
れ
た
と
の
こ
と
で
あ
る
が
、
質
見
し
て
い

な
い
の
で
、
あ
え
て
右
に
掲
げ
た
次
第
。で
あ
る
)
。

な
お
そ
の
他
、
氏
の
誤
解

ら
し
き
も
の
も
若
干
見
出
さ
れ
る
。

て

二
の
例
を
あ
げ
る
と
、
「
ホ

シ
云
ト
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は
巴
闘
特
の
別
波
で
あ
る
」
〈
五

O
頁
)
と
あ
る
が
、
い
か
が
な
も
の
で
あ
ろ

う
か。

卑
見
の
及
ぶ
か
、
ぎ
り
、
雨
者
の
聞
の
そ
の
よ
う
な
閥
係
を
讃
明
す
る
史

料
は
ま
っ
た
く
な
い
。
も
し
氏
の
い
う
ご
と
く
で
あ
れ
ば
、
そ
の
詮
嬢
を
ぜ
ひ

御
教
示
願
い
た
い
。
ま
た
瓦
刺
の
エ
セ
ン
の
版
闘
が
、
東
は
朝
鮮
満
洲
に
及
ん

で
い
た
(
二
九
頁
〉
、
と
す
る
の
は
訂
正
を
要
す
る。

第
四
章
は
、
ウ
ラ
ヂ
ミ

ル
ツ
本

フ
の
「
蒙
古
一
舵
曾
制
度
史
」
に
説
く
中
期

(
一
四

l
一
七
世
紀
)
に
お
け
る
蒙
古
人
の
吐
曾
階
級
底
分
法
の
う
ち
、

支
配

階
級
及
び
卒
民
階
級
の
部
分
に
つ
い
て
、
モ

ン
ゴ
ル

・
オ
イ
ラ
ー
ト
法
典
お
よ

び
中
関
史
料
、
な
か
ん
づ
く
後
者
に
よ
っ
て
若
干
の
補
強
、
補
正
を
試
み
た
も

の
で
あ
る
。

第
五
章
は
、

蒙
古
人
の
法
典
編
纂
と
蒙
古
人
に
封
す
る
中
園
の
立
法
、

業
古

刑
法
の
法
史
上
の
地
位
、
罪
刑
法
定
主
義
と
裁
判
、
蒙
古
の
裁
剣
制
度
の
各
節

に
分
っ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
概
略
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
と
く
に
裁
判
制
度
に
つ

い
て
は
、
モ
ン
ゴ

ル
・
オ
イ
ラ
ー
ト
法
典
、

ハ
ル
ハ

・
ジ
ル
ム
等
、

一
七
、
八

世
紀
の
蒙
古
側
の
法
典
に
依
接
し
詳
細
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
面
に
か
ん

し
て
は
、
氏
の
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
こ
こ
に
示
さ
れ
た
結
果
を
清
朝
の
理
藩

院
則
例
と
比
較
検
討
す
る
こ
と
が
今
後
の
課
題
で
あ
ろ
う
。

さ
て
第
二
篇

。
モ
ン
ゴ
ル
・
オ
イ
ラ
ー
ト
法
典
と

ハル

ハ・

ジ
ル

ム
9

は
、

第
一
章
が

e

モ
ン
ゴ
ル

・
オ
イ
ラ
ー
ト
法
典
及
び
ハ
ル
ハ

・
ジ
ル
ム
。
と
題
し

て
、
雨
法
典
の
解
題
に
、

第
二
章

φ

諦
文
モ
ン
ゴ
ル
・
オ
イ
ラ
ー
ト
法
典
e

と

第
三
章
多
剤
師
文
ハ
ル
ハ
・
ジ
ル
ム
ク
は
、
文
字
通
り
そ
れ
ぞ
れ
の
法
典
の
翻
課

に
あ
て
ら
れ
て
い
る
。

因
に
爾
法
典
を
本
書
に
よ
っ
て
紹
介
し
て
お
く
と
、
モ
ン
ゴ
ル
・

オ
イ
ラ
ー

ト
法
典
に
つ

い
て
は
、
「
一
六
四

O
年
ハ
ル
ハ
及
び
オ
イ
ラ
ー
ト
の
王
侯
二
十

七
人
、
す
な
わ
ち
ハ
ル
ハ
か
ら
は
札
薩
克
圃
汗
、
土
謝
圃
汗
、
車
箆
汗
等
、
オ

イ
ラ
l
ト
か
ら
は
巴
悶
爾
湾
台
吉
、
顧
賞、
庁
、
和
都
爾
克
(
和
那
爾
勅
克
が
正

し
い
|
筆
者
〉
、

書
庫
爾
等
が
署
名
し
て
頒
布
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
諸
王
侯
の

住
地
に
お
い
て
、
爾
種
族
の
闘
結
を
強
化
し
、
慣
習
に
基
づ
く
統
一
法
と
し
て

用
い
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
本
法
典
の
内
容
、

特
色
等
に
つ

い
て
は
、
り
ヤ
ザ

ノ
フ
ス
キ、

島
田
正
郎
氏
等
の
所
設
を
参
照
さ
れ
た
い
」
〈

一
O
七
頁
)
と
あ

る
。
本
法
典
の
内
容
、
特
色
等
に
つ
い
て
も
、
氏
自
身
解
設
を
付
せ
ら
れ
た

ら
、
讃
者
に
よ
り
便
宜
を
奥
え
た
こ
と
で
あ
ろ
う
。
な
お
今
回
は
課
交
を
付
せ

ら
れ
な
か
っ
た
が
、

オ
イ
ラ
ー
ト
に
は
本
法
典
の
績
編
と
で
も
い
い
う
る
も
の

に
、
ガ
ル
ダ
ン

・
フ
ン
タ
イ
ジ
の
救
令
及
び
ド

ン
ド
ヮ
ク
・

ダ
ヶ

・
ハ
ン
の
法

典
補
則
が
存
在
す
る
の
で
、
今
後
氏
に
よ
る
護
表
会
刑
期
待
し
た
い
。

ハ
ル
ハ

・

ジ
ル
ム
に
つ
い
て
は
、
「
三
ホ

シ
ュ
ン
大
法
典

門ま
た
は
ハ
ル
ハ

・
ジ
ル

ム
〉

と
い
う
。
こ
れ
は
主
と
な
る
法
典
名
を
も
っ
て
、
全
穫
の
名
穏
と
し
た
も
の
で

あ
る
。
名
稽
の
と
お
り
、
ハ
ル
ハ
の
慣
習
法
を
集
成
し
た
法
令
集
で
、

康
回一四

八
年
(、一
七

O
九
年
)
の一一一ホ

シ
ュ
ン
大
法
典
と
こ
れ
に
次
ぐ
薙
正
六
年

(
一

七
二
八
年
)
の
法
典
が
中
心
と
な
り
、
他
は
こ
れ
ら
の
綴
き
か
そ
の
補
則
と
み

る
べ
き
も
の
が
大
部
分
を
占
め
る
。
そ
し
て
雑
多
な
法
令
は
、
薙
正
年
聞
か
ら

乾
隆
三
五
年
ハ
一
七
七
O
年
〉
ま
で
に
制
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
」

(
一一

一エ

頁
)
。
本
法
典
の
内
容
に
至
つ
て
は
、

他
に
も
氏
の
解
説
が
付
せ
ら
れ
て
い
る

が
、
本
法
典
の
特
色
、

性
格
と
い
司

た
よ
う
な
も
の
の
解
説
が
と
く
に
見
笛
ら

な
い
の
は
、
遺
憾
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

き
て
肝
心
の
モ
ン
ゴ
ル
・
オ
イ
ラ
ー
ト
法
典
の
謬
交
如
何
と
い
う
こ
と
に
な

る
が
、
そ
の
前
に
謬
文
の
底
本
と
な

っ
た
の
は
、
ソ
連
科
皐
ア
カ
デ
ミ
ー
所
臓

の
篤
本
「
大
法
典

J
p
r巾
の
ど
に
ロ

E
2
r」
で
あ
る

(
A
と
略
構
さ
れ
て
い

る
〉
。
こ
れ
に
A
本
と
は
系
統
を
異
に
す
る
ら
し
い
篤
本
に
よ
る
穴

-e・
ゴ
ル

ス
ツ
ン
ス
キ
1
の
露
謬

(
G
)
、
お
よ
び
系
統
不
明
の
篤
本
に
よ
る
同
J

M

Y

H

→ 100ー
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ス
の
濁
誇
(
P

)

が
併
せ
て
謬
山
山
さ
れ
て
い
る
。
翻
誇
の
態
度
か
ら
い
っ
て

二、
，三
の
不
満
を
申
し
述
べ

た
い。

そ
の
第
一
は
、
底
本
と
な
っ
た
A
本
の
謬

文
に
オ
イ
ラ
ー
ト
語
原
文
が
付
せ
ら
れ
て

い
な
い
こ
と
で
あ
る
。
原
文
を
影
印

す
る
こ
と
が
無
理
な
ら
ば
、
少
な
く
と
も

ロ
ー

マ
字
鴎
寓
し
て
掲
げ
る
べ
き
で

あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
さ
も
な
け
れ
ば
、
氏
の
謬
文
が
ど
れ
だ
け
信
頼
に
た
る
か

判
断
の
方
法
が
な
い
し
、
ま
た
信
頼
で
き
る
と
し
て
も
、
こ
れ
を
利
用
す
る

者
に
と
っ
て
原
文
を
参
照
せ
ね
ば
な
ら
な
い
場
合
は
首
然
あ
る
は
ず
で
あ
る
。

第
二
に
、
同
様
な
こ
と
に
な
る
が
、

G
本
は
露
謬
に
依
嫁
し
て
い
る
こ
と
で

あ
る
。
コ
ル

ス
ツ
ン
ス
キ
ー
は
露
誇
に
併
せ
て
原
文
も
毅
表
し
て
い
る
の
だ
か

ら
、
嘗
然
原
文
を
第
一
義
的
に
利
用
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
露

謬
を
利
用
す
る
の
は
ど
う
い
う
お
考
え
な
の
で
あ
ろ
う
か
。
も
っ
と
も
折
に
ふ

れ
て
原
文
も
参
照
し
て
お
ら
れ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
利
用
法
に
ど
ど
ま
る
べ
き

も
の
で
は
な
い

(
p本
は
現
在
ま
で
原
文
が
毅
見
さ
れ
て
い
な
い
よ
う
な
の

で
、
そ
の
濁
詳
に
よ
る
こ
と
は
や
む
を
え
な
い
)
。
第
三
に
、
諸
本
の
謬
文
を
併

列
す
石
に
と
ど
ま
ら
ず
、
内
容
上
差
異
が
あ
る
場
合
に
は
、
今
一
層
丁
寧
な
考

稗
に
加
え
て、

評
者
自
身
の
結
論
を
で
き
る
だ
け
示
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。
例
え

ば
、
次
の
よ
う
な
例
は
、
内
容
に
あ
ま
り
に
懸
隔
が
あ
り
す
ぎ
る
。
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
そ
れ
ら
の
取
捨
は
讃
者
に
ま
か
さ
れ
て
あ
る
が
ご
と
く
で
あ
る
。

第
三
九
係
〔
飢
え
た
人
な
ど
の
救
出
〕
(
一
五
七
l
一
五
八
頁
〉

飢
え
た
も
の
を
救
出
す
れ
ば
、
鎧
を
つ
け
て
馬
二
頭
を
取
れ
。
吹
雪
か
ら

人
を
放
出
す
れ
ば
、
多
く
の
獲
物
か
ら
ベ
ル
ゲ
及
び
家
畜
九
頭
を
取
れ
。

(

A

)

 

(敵
か
ら
〉
逃
げ
る
者

(
の
生
命
)
を
守
っ

て
、
そ
れ
を
救
う
者
は
、
馬

二
頭
と
甲
腎
を
受
け
取
る
。

(
敵
に
)
突
入
し
記
者
を
救
う
者
は
、
多
く
の

戦
利
品
か
ら
貴
重
(
品
〉
と
共
に
九
頭
を
受
け
取
る
。

(G
)

弱
者
文
は
非
武
装
者
を
救
う
者
は
、
そ
の
所
有
す
る
馬
二
一玖
と
武
勝
一
偲

を
う
る
。
勇
者
叉
は
武
装
し
た
者
を
窮
地
か
ら
救
出
し
た
者
は
、
ド
図
獲
口
問
中

の
貴
重
口
問

一
個
及
び
大
家
畜
九
頭
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
(
P

)

ま
た
次
の
よ
う
な
係
は
、
何
ら
か
の
解
説
を
付
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
五
二
篠
〔
ブ
ル

l
・
9
イ
シ
の
取
れ
ソ
分
〕

(
一
六
七
頁
)

ブ
ル
l

・
タ
イ
シ
に
闘
す
る
取
り
分
は
、
機
利
を
失
う
も
の
と
す
る
。

ブ
ル
l

・
タ
イ
シ
に
闘
す
る
負
債
は
、
破
棄
さ
れ
る

(
G
〉

P
に
該
笛
の
篠
文
な
し
。

第
三
章
の
隷
文

ハ
ル
ハ
・
ジ
ル

ム
に
主

つ
て
は
、
右
と
ほ
ぼ
同
様
の
こ
と
が

い
え
る
。
本
法
典
の
古
潟
木
と
し
て
は
、
現
在
ソ
連
科
翠
ア
カ
デ
ミ
ー
の
ア
ン

ア
諸
民
族
研
究
所
に
五
種
保
存
さ
れ
て
い
る
。
故
ツ
ェ・

ジ
ャ

ム
ツ
ァ
ラ
ノ
氏

は
一

九
三
三
|
三
七
年
の
聞
に
、
こ
れ
ら
五
篤
本
の
一
つ
の
バ
ル
ン

・
ク
レ
ン

本

(
A
〉
を
底
本
に
し
、

他
の
四
篤
本

(B
・
C
・
D
-
E
。
こ
こ
で
は
解
説

を
省
く
)
を
校
合
し
た
校
訂
テ
キ
ス

ト
と
そ
れ
に
基
つ
く
露
誇
と
付
す
る
に
註

解
を
完
成
し
て
い
た
が
、
公
刊
さ
れ
る
に
至
ら
ず
、
ソ
連
科
事
ア
カ
デ
ミ
ー
-

ア
ジ
ア
諸
民
族
研
究
所
に
保
存
さ
れ
て
い
た
。
そ
の
後
こ
の
寂
詳
の
部
分
の
み

が
、
一

九
五
九
年
に
ウ
ラ

ン
・
パ
l
ト
ル
の
蒙
古
人
民
共
和
国
科
皐
教
育
委
員

曾
言
語
文
摩
研
究
所
(
代
表
。
門

知
E
nvg)
の

伊
豆

z
z
g
m
org
の

第
一
容
第
一
怖
に
、
O
巳
宮
』
=
己目

と
し
て
公
刊
さ
れ
た
。

そ
し
て
さ
ら
に

下
っ
て
一
九
六
五
年
、
前
記
の
校
訂
テ
キ
ス
ト
(
影
印
)
、

露
謬
、
註
解
の
全

部
が
一
括
し
て
、
エ
ス

・
デ
l

・
ド
ゥ
イ
ル
コ
フ
氏
の
手
に
よ

っ
て
公
刊
さ
れ

た

(

×
白
』

H
白

』
出
向
出
司
可
云
-
ロ
白
玄
国
同
，Z
S
R
Z0
2「
O
己
『
内
国
内

O
「
。

e巾
o
h白
』

r
z
o【

J
O

ロ
℃
出
回
同

×

〈

口

問
団

・
内
田

o
h
Z宮
町

寸

巾

問
円

4
Z

2
mw-u巾
回

o

h

E
-
V}〈
・

出
〈
白
玄
戸
曲
目

)mW11

2
0・
ロ

o
h
『

O
吋

O
回

目

白

↓

巾
『〈
円
、『

白

宍

ヱ

ω』
白

z
z
-0
・

℃

巾
』
由
民
戸

--E
コ
巾
勺
巾
回

o
h白・

回
回
巾
』
巾
甲
富
市
苫
ロ
℃

E
Z
2
2
E出
。

・

h
-
b
zb
E
R
O
E
-
P
A
o
n
R
E
U
H
8
3
。

- 101一



102 

要
す
る
に
ハ
ル
ハ

・
ジ
ル
ム
は
校
訂
本
な
が
ら
も
原
文
を
利
用
で
き
る
現
況
に

あ
る
。
し
か
る
に
今
回
、
田
山
氏
は
、

ジ
ャ
ム

ツ
ァ
ラ
ノ
氏
の
露
沼
仰
を
邦
詳
し

て
い
る
に
す
ぎ
な
い
。
蒙
古
文
に
よ
ーら
な
か
っ
た
理
由
と
し
て
、
氏
は
、

「
付

(
法
典
の
)
隠
分
の
適
否
口
法
雌
ハ
の
名
梅
田
蒙
古
文
の
異
動
伺
誤
謬
帥一寸に

つ
い

て、

な
お
潟
本
を
検
討
し
て
み
る
必
要
を
み
と
め
た
か
ら
で
あ
る
」

(
一
一一一
一

頁
)
と
し
て
お
ら
れ
る
が
、
こ
れ
は
本
末
顛
倒
で
あ
ろ
う
。
原
典
に
疑
い
を
残

し
な
が
ら
、
そ
の
翻
認
に
は
依
燥
す
る
が
ご
と
き
態
度
は
あ
ま
り
に
も
安
易
す

ぎ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
ま
い
。
そ
の

シャ

ム
ツ
フ

ラ
ノ
細
部
と
い
う
の
も
、
リ
ン

チ
ェ
ン
本
で
は
そ
の
ま
ま
無
修
正
に
収
録
じ
て
レ
る
よ
う
で
あ
る
が

(
本
書
は

筆
者
米
見
)
、
ド
ヴ
イ
ル
イ
コ
フ
氏
は
、
ジ
ャ
ム

ツ
フ
ラ
ノ
諜
に
し
ば
し
ば
見

え
る
原
文
を
脱
滋
さ
せ
た
箇
所
や
誤
解
等
を
逐
一
指
摘
し
、
そ
れ
ら
の
訂
正
を

施
し
て
い
る
。
滋
諜
を
利
用
す
る
に
笛
つ
で
も
、

ド
ゥ
イ
ル
イ
コ
フ
本
を
第

一

義
的
じ
使
用
す
べ
き
と
お
も
わ
れ
る
が
、
田
山
氏
は
依
然
リ
ン
チ

ェ
ン
本
を
使

用
さ
れ
て
い
る
よ
う
に
見
受
け
ら
れ
る

(
見
受
け
ら
れ
る
と
い
っ
た
の
は
、
貨

は
氏
は
ジ
ャ
ム

ツ
ァ
ラ
ノ
謬
に
よ
っ
た
と
開
閉
す
る
の
み
で
、
そ
れ
が
リ
ン

チ
ェ

ン
本
の
そ
れ
な
の
か
、
ド
ゥ
イ
ル
イ
コ
フ
本
の
そ
れ
な
の
か
明
記
し
て
お
ら
れ

な
い
か
ら
で
あ
る
。
し
か
し
氏
の
滞
文
を
検
討
す
る
と
、
少
な
く
と
も
ド
ヴ
イ

ル
イ
コ
フ
本
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
そ
れ
で
は
氏
が
ド
吹
イ
ル
イ
コ
フ
本
を
見

て
お
ら
れ
な
い
の
か
と
い
う
と
貨
は
そ
う
で
は
な
い
。
ド
ゥ
イ
ル
イ
コ
フ
氏
の

手
に
な
る
法
典
の
解
題
や
僚
交
の
考
穂
は
田
山
氏
に
お
い
て
も
し
ば
し
ば
利
用

さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
。
し
か
し
そ
の
利
用
が
充
分
で
な
い
の
で
あ
る
。

憶
測
に
な
る
が
、
あ
え
て
言
え
ば
、
氏
は
係
文
の
邦
謬
に
闘
す
る
限
り
、
リ
ン

チ
ェ
ン
本
に
依
蟻
さ
れ
た
ま
ま
で
、
ド
ゥ
イ
ル
イ
コ
フ
本
に
よ
っ
て
そ
の
修
正

を
ほ
と
ん
ど
な
さ
れ
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
。
な
お
氏
は
ド
ゥ
イ
ル
イ
コ
フ

本
を
サ
ン
ジ
d

フ
本
と
稿
し
て
お
ら
れ
る
が
、
正
し
く
あ
る
ま
い
。
サ
ン
ジ
ェ

フ
氏
は
本
書
の
責
任
監
修
者
で
は
あ
る
が
、
内
容
に
は
直
接
関
係
し
て
お
ら
れ

な
い
で
あ
ろ
う
。
だ
か
ら
田
山
氏
が
ハ
ル
ハ

・
ジ
ル
ム

の
解
題
に
関
し
て
、
サ

ン
ジ
ェ
フ
の
言
と
し
て
述
べ
て
い
る
筒
所

〔
一
一

二
頁
〕
は
、

も
ち
ろ
ん
ド
ゥ

イ
ル
イ
コ
フ
氏
の
譲
り
で
あ
る
)
。

内
容
に
入
ろ
う
。
第
一
に
、
閉
山
氏
の
翻
誇
際
文
に
は
脱
落
が
あ
る。

例
を

あ
げ
よ
う
。
第

一
四
篇
の
第
三
五
係
は
歓
と
な
っ

て
い
る
(
二
七
九
頁
)
が
、

ド
氏
本
に
は
あ
る
。
な
お
ド
氏
に
よ
れ
ば
、
本
僚
は
潟
本

(
A
〉
、

(B
)
、

(
C
)
に
は
な
く
、
リ
ン
チ
ェ

ン
本
に
も
そ
の
剖
詩
文
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ
る

(
叶
白
玄
矢
巾
・
・

2-u・
3
)。
こ
れ
は
田
山
氏
の
操
っ
た
露
認
が
リ
ン
チ
ェ

ン

本
で
あ
る
こ
と
の
讃
左
で
あ
ろ
う
e

ま
た
同
篇
の
第
三

O
僚
の
後
宇

(
二
七
七

頁
)
、
及
び
第

一
六
篇
第
五
僚
の
前
半

(二
八
四
頁
)
が
、

や
は
り
田
山
氏
に

脱
落
し
て
い
る
。
前
者
に
つ
い
て
は
、

五
潟
本
一

致
し
て
存
在
し
、
リ
ン

チ
ェ

γ
本
に
の
み
帥
附
け
て
い
る
も
の
で
あ
り
コ
白
豆
炭
巾

-w2HV・斗由
)、
後
者
に

つ
い
て
い
え
ば
、

(
A
〉、

(

D

)

雨
篤
本
に
紋
け
、
か
つ
リ
ン
チ
ェ

ン
本
に
も

飲
け
て
い
る
も
の
で
あ

る

(↓
白
玄
浜
吊
」

2
司
・
∞

S
。

ま
た
第
一
六
篇
の
末

尾
の
祈
願
文

(
二
八
九
頁
〉
に
は
、
リ

ン
チ
ェ

ン
本
に
(
従

っ
て
回
山
氏
誇
文

に
も
)
長
文
の
脱
落
が
あ
る
(
↓
∞
玄
災
φ
・

2
℃・∞
δ
。

こ
う
し
た
例
は
ま

だ
幾
つ
か
あ
る
が
、
こ
れ
以
上
は
あ
げ
な
い
。
要
す
る
に
ド
氏
本
を
使
用
し
な

い
か
ぎ
り
、
法
山
内
の
正
し
い
姿
を
紹
介
す
る
こ
と
の
不
可
能
な
こ
と
が
理
解
さ

れ
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
に
、

謬
文
に
お
い
て
、
ジ
ャ
ム

ツ
ァ
ラ

ノ
、
ド
ゥ
イ
ル
イ
コ
フ
各
氏
の

註
に
よ
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の
旨
正
し
く
明
示
す
べ
き
で
あ
ろ
う
。

一
例
を
あ
げ
よ
う
。
第
二
三
篇
一
七
七

O
年
の
信
侶
ダ
ム
チ
ョ

イ
の
人
妻
誘

拐
事
件
に
閲
す
る
判
例
の
報
文
末
尾
に
、
次
の
よ
う
な
識
語
が
あ
る
。

(
前
掲
の
法
文
を
、

一
七

O
九
年
の
法
典
に
よ
り
、
こ
れ
に
該
嘗
す
る
法
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文
と
比
較
せ
ら
れ
た
い
。
一
六
九
六
年
に
康
照
帝
の
一護
布
し
た
蒙
古
法
の
中

に
は
、
ハ
ラ
チ
ュ
聞
の
姦
通
罪
に
封
す
る
罰
則
は
み
あ
た
ら
な
い
。

ζ

の
箇

僚
は
乾
隆
の
法
典
及
び
モ
ン
ゴ
ル
・
オ
イ
ラ
ー
ト
法
に
も
な
い
。
所
謂
蒙
古

法
典
は
、
一
七

O
九
年
の
三
ホ
シ
ュ
ン
法
典
に
外
な
ら
ぬ
も
の
と
思
わ
れ

る
〉
(
二
九
九
頁
)

こ
の
文
章
は
何
の
断
り
も
な
い
の
で
、

田
山
氏
自
身
の
文
章
な
の
か
、
或
い

は
他
の
誰
か
に
嬢
っ
た
も
の
か
判
然
と
し
な
い
の
は
さ
て
お
い
て
も
、
こ
の
書

き
方
で
は
ぜ
こ
の
判
例
文
全
健
の
識
語
の
よ
う
に
受
取
ら
れ
易
い
で
あ
ろ
う
。

こ
の
黙
を
ド
ゥ

イ
ル
イ

コ
フ
氏
に
よ
れ
ば
、
剣
例
文
中
の

「
も
し
卒
民
が
卒
民

の
奏
と
密
通
し
た
場
合
は
、
三
十
個
の
貴
重
品
古
田
宮
u
v
及
び
三
百
ア
ン
ズ

〈〉
z
h
々
)
の
科
料
を
課
す
と
あ
る
蒙
古
法
典
に
よ
れ
ば
:
:
:
」
と
あ
る
蒙
古

法
典
に
劃
す
る
付
註
と
し
て
次
の
よ
う
に
見
え
る
。
「
(
こ
の
法
典
は
〉
明
ら
か

に一
、七
O
九
年
の
全
ニ
ホ
シ
ュ
ン
の
法
血
〈
》
を
指
す
。
と
い
う
の
は
、
二
ハ
九

六
年
に
康
照
帝
の
畿
布
し
た
《
蒙
古
法
典
》
の
中
に
は
、
姦
通
罪
に
劃
す
る
そ

の
よ
う
な
罰
則
は
み
あ
た
ら
な
い
。
こ
の
箇
僚
は
乾
隆
の
法
典
及
び
二
ハ
四

O

年
の
モ
ン
ゴ
ル
・
オ
イ
ラ
ー
ト
法
典
に
も
な
い

L
3白
玄
訴
巾
」
内
弓

-E)。

右
の
岡
山
氏
の
文
章
は
明
ら
か
に
ド
氏
の
註
記
を
そ
の
ま
ま
に
利
用
し
た
も
の

で
あ
り
、
し
か
も
付
註
の
使
用
位
置
を
誤
ま
っ
た
も
の
と
い
わ
ざ
る
を
え
な

い
。
以
上
は
付
註
の
利
用
法
を
誤
ま
っ
た
例
で
も
あ
っ
た
の
で
、
著
者
に
劃
し

て
残
酷
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
他
明
ら
か
に
ジ
ャ
ム
ツ
ァ
ラ
ノ
の
註

稗
に
よ
り
な
が
ら
、
そ
の
旨
の
表
示
の
な
い
場
合
も
見
ら
れ
る
。
と
も
あ
れ
著

者
は
そ
の
謬
文
に
お
い
て
、
他
人
の
解
輝
に
よ
っ
た
場
合
に
は
、
も
っ
と
厳
格

に
そ
の
回
目
指
示
さ
れ
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

第
三
に
、
た
と
い
露
謬
に
接
る
と
し
て
も
、
せ
め
て
個
有
名
詞
ぐ
ら
い
は
蒙

古
文
原
典
か
ら
ロ
ー
マ
字
柚
判
官
持
し
て
示
し
て
お
い
て
欲
し
か
っ
た
と
お
も
う
。

個
有
名
調
を
た
だ
カ
タ
カ
ナ
で
示
す
だ
け
で
は
、
事
術
宝
田
の
償
値
を
大
い
に
損

う
で
あ
ろ
う
。
か
つ
ま
た
個
有
名
詞
の
重
要
な
も
の
に
関
し
て
は
、

一一艇の
解

説
を
施
し
て
お
い
て
欲
し
か
っ
た
(
そ
の
黙
、
人
名
そ
の
他
に
叩
聞
し
て
ド
ゥ
イ

ル
イ
コ
フ
氏
は
な
か
な
か
要
駄
を
つ
か
ん
だ
註
解
を
施
し
て
い
る
〉
。
た
だ
枇

曾
制
度

・
法
制
上
の
用
語
に
闘
し
て
は
、
田
山
氏
は
原
語
を

F
l
マ
字
柚判官時

し
、

一
覧
表
と
し
て
掲
げ
て
お
ら
れ
る
の
で
〈

一
九
九
|
二

O
O頁
)
、

い
さ

さ
か
便
利
で
あ
る
が
、
そ
れ
ら
に
枚
録
さ
れ
て
い
な
い
も
の
も
ま
だ
か
な
り
あ

る
の
で
、

今
後
の
補
正
を
お
願
い
し
た
い
。
た
だ
し
そ
れ
ら
が
謬
文
中
で
は
、

依
然
ロ

シ
ア
字
綴
り
の
ま
ま
で
あ
る
の
は
至
っ
て
不
統
一
で
あ
る
。
な
お
そ
れ

ら
に
往
々
誤
植
が
み
ら
れ
る
の
は
い
た
だ
け
な
い
。
例
え
ば
、
請
願
(
『
u
る
〕
言
「
)

(
一
二
八
頁
〉
↓
ミ
ミ
b
『
曲
、
班
第

(
E
z
h
E
国
〉
(
二
七
三
頁
〉
↓
雪
国
』
出
、

烏
巴
什

Q
E
E
E
E
)
〈
二
七
三
頁
)
↓
可
E
E
E
の
ご
と
く
で
あ
る
。

限
ら
れ
た
紙
幅
も
輩
き
て
き
た
の
で
、
最
後
に
も
う
一
つ
だ
け
注
文
を
つ
け

さ
せ
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
れ
は
、
モ
ン

ゴ
ル
・
オ
イ
ラ
ー
ト
法
典
に
せ
よ
、

ハ
ル
ハ

・
ジ
ル
ム
に
せ
よ
、
そ
れ
ら
を
正
し
く
理
解
す
る
た
め
に
は
、
ラ
マ
数

に
謝
す
る
十
分
な
知
識
が
必
然
的
に
要
求
せ
ら
れ
る
こ
と
で
あ
る
。

さ
も
な
け

れ
ば
、
こ
う
し
た
法
典
類
の
翻
謬
作
業
は
幾
多
の
困
難
に
遭
遇
せ
ざ
る
を
え
な

い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
こ
と
を
敢
え
て
田
山
氏
に
御
忠
告
申
し
上
げ
た
い
と
お
も

〉
勺
ノ
。

と
も
あ
れ
、

蒙
古
法
典
を
ま
と
ま
っ
た
形
で
邦
課
さ
れ
た
田
山
氏
の
功
績

は
調
耐
え
ら
れ
て
し
か
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
今
後
、
氏
が
一
一
層
精
進
を
重
ね
ら
れ

て、

蒙
古
法
典
の
邦
謬
決
定
版
を
完
成
せ
ら
れ
る
こ
と
を
期
待
し
た
い
。

以
上
、
浅
事
非
才
を
か
え
り
み
ず
、
田
山
氏
の
高
著
に
色
々
と
苦
言
を
呈
す

る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
こ
れ
も
事
問
の
た
め
止
む
を
え
な
い
こ
と
と
寛
恕
を
乞

う

も

の

で

あ

る

。

(

若

松

寛

〉
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